令和８年度性暴力被害者等支援カレッジ業務委託仕様書

1. 委託の名称
令和８年度性暴力被害者等支援カレッジ業務

2. 委託の目的
性暴力被害者等の被害の早期回復、軽減を図るため、被害者支援に必要な基礎的知識・技能等を体系的に習得できる研修会を開催し、適切な支援ができる人材を育成する。

3. 事業概要
(1)　実施内容
次の目的に沿った研修を実施する。
・性暴力被害の実態と被害者への影響を理解する。　
・性暴力被害者への支援の基本を理解する。
・二次加害防止のために受講者の性暴力被害に対する偏見をなくす。

(2)　定員及び講座構成
・対象者
犯罪被害者支援等協議会構成団体の実務者、医療関係者、教職員、市町村職員、
一般県民等
・受講者数　40名
講座１科目90分、10科目、15時間
・原則として日曜日に開催する。
・各回、対面とオンラインのハイブリット方式で開催する。

	回数
	内容
	時間

	第１回
	１　ワンストップ支援センターの役割（関係機関との連携も含む）
	講座
	90分

	
	２　医療機関の役割
	講座
	90分

	第２回
	３　性暴力被害とPTSD
	講座
	90分

	
	４　学校（子ども）における被害者支援の現状と課題
	講座
	90分

	第３回
	５　特別な配慮が必要な被害者への支援について①（若年女性、
セックスワーカーなど）
	講座
	90分

	
	６　特別な配慮が必要な被害者への支援について②
（セクシュアリティ）
	講座
	90分

	第４回
	７　電話相談技法とロールプレイ
	実習
	90分

	
	８　グループワーク
	実習
	90分

	第５回
	９　性暴力被害に対する偏見について
	講座
	90分

	
	10　まとめとふりかえり
	講座
	90分



(3)　開催時期
講師と調整のうえ決定すること。

(4)　会場
富山市内とし、できる限り同一の会場とすること。
また、受講者が参加しやすいよう、交通の利便性や駐車場の有無などを考慮すること。

4.　委託業務内容
 　(1)　研修運営
ア　事前調整
(ア)　研修カリキュラムの作成
(イ)　講師の選定
(ウ)　会場の選定
(エ)　開催日程の決定（講師と調整のうえ決定する。）
(オ)　案内チラシの作成・配布（(2)で後述）
(カ)　講師との連絡調整
(キ)　受講申込みの受付、問い合わせ対応、受講者の確定
　　　・受付及び問い合わせの対応窓口を設ける。
　　　・受講者確定後、開催要項を送付する。
(ク)　配布資料の作成
・講義で使用する資料（テキスト）は、カリキュラムを踏まえ講師に作成してもらうこと
とし、事業者において印刷及び配布することとする。
・受講料は、受講者から徴収しないことを原則とする。
・オンライン受講者には事前に資料を送付する。

　イ　当日の研修会運営
(ア)　会場設営、受講者受付、オンライン配信
　　　・講演に必要なパソコン、プロジェクター、スクリーン等の設置含む
(イ)　講師応対
(ウ)　司会進行
(エ)　レポート、アンケートの回収
・支援員希望の受講者のみレポートを提出するものとする。
・レポートは、県指定の様式を使用する。
・アンケートは、来年以降の運営の参考となるような内容とし、事前に県と協議する。

ウ　研修終了後（実施日毎）の業務
(ア)　受講者の出席状況の管理（遅刻・欠席・途中退席等含む）
(イ)　受講者が記入したレポートの県への提出
・レポートの内容確認は、県で行う。
(ウ)　欠席した受講者のため、オンライン配信の録画を欠席者へ共有し、受講できる機会を提供すること。録画はパスワードを付け共有し、期間限定公開とすること。期間については、別途協議する。

エ　研修終了後の業務　
(ア)　講師への謝礼支払及び礼状送付
(イ)　受講記録簿（データベース）の作成（(3)で後述）
(ウ)　アンケートの集計及び県への提出

(2)　研修案内チラシ作成業務
　　・チラシの規格はＡ４両面カラー刷りで、部数は500部以上とする。
・チラシの構成は業者提案とし、県と協議のうえ決定する。
　なお、受講申込書と兼ねた構成とする。
・県が指定する配送先へ、必要部数を配送する。
・関係機関へチラシを送付し、参加者を募ること。

(3)　受講記録簿（データベース）作成業務
・研修の受講記録簿をデータベースとして作成する。
・完成したデータベースを、県民生活課へ提出する。
≪基本仕様≫
	(1) 使用ソフト
	Excel

	(2) データ入力項目
	氏名（ふりがな）、生年月日、郵便番号、住所、連絡先、
科目毎の出席状況



5.　その他
・この仕様書に記載のない事項については、県と協議のうえ決定する。
・研修の実施等に必要な打ち合わせを県と適宜行う。
・本業務を遂行するにあたり、個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵
守すること。
